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報道関係者各位 

   株式会社ライフデザイン阪急阪神 

 

阪急阪神ホールディングスグループのアートサービス 

「ARTELIER（アートリエ）」が法人向けのサービスを 12月 1日から開始します 

～ビジネス空間を彩り、さまざまな付加価値を創造～ 

 

 
 

株式会社ライフデザイン阪急阪神（本社：大阪市福島区、社長：石原 敏孝）では、アート作

品（絵画）を売買・シェア（貸し借り）できるWEBプラットフォームサービス「ARTELIER（以

下、アートリエ）」の法人向けサービスを 12月 1日から開始します。 

アートリエは、『アートを身近に。暮らしを豊かに。』をコンセプトに、本年２月に開始した

一般ユーザー（個人のお客様）向けのサービスで、アーティストが作品を市場に届けやすくする

とともに、ユーザーがWEB上で気軽に多くのアート作品に触れ、安心して「購入」「売却」「貸

し借り」することができる機会を提供しています。（2023年 11月末時点：登録アーティスト数

約 250名、出品作品数約 2,000点） 

この度新たに導入する法人向けサービスでは、これまでの一般ユーザー向けのサービス提供で

培ったアートの知見や多くのアーティストとの接点を活かし、オフィスや商業テナント、ホテル

などへのアート作品の導入をお手伝いします。アート作品をレンタルする機能のほか、購入して

いただけるお客様に対しては、専門のコンサルタントが選定から導入までの空間コーディネート

を行う、アートのコンサルティングサービスを提供します。 

当社では、アートに関心の高いお客様をはじめ、アート作品の導入に対して敷居の高さを感じ

ておられるお客様にも、安心して居住空間やビジネス空間などにアートの付加価値を実感してい

ただけるよう、本サービスの提供に取り組んでいきます。 

 

■アートリエが提供するサービスのメリット 

【導入事業者】 

・空間にマッチしたアートが、プロのコンサルティングを受けて気軽に導入できる。 

・ビジネス空間にアートを導入することで、企業イメージを内外にアピールできる。 

・若手や地域のアーティスト活動を支援することによる芸術文化振興や地域社会貢献ができる。 
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【導入空間で働く人や、訪れる人】 

・空間価値の向上によるモチベーションアップ・パフォーマンス向上、快適性向上。 

・アートの刺激によるコミュニケーション・クリエイティビティの活性化。 

・オフィスへの愛着が増して、自身の仕事にも誇りを持てる。 

【アーティスト】 

・企業に作品が展示されることで、そこを訪れる人々に自身や作品を知っていただくことが

できる。 

・収益金が還元されることで、さらなる創作活動に繋がる。 

 

■サービス概要 

【アートレンタル】 

・数量や期間の制限なく、1 作品あたり月額 3,800 円からレンタルできるため気軽にアート

を取り入れられる。 

・絵画を購入した場合、移転やリノベーションに伴って保有する絵画の取扱いに困り最悪処

分することもあるが、レンタルなら環境に配慮しつつサスティナブルにアートを取り入れ

られる。 

・季節によって交換も可能で、アートが変わると雰囲気もガラッと変わってプチリノベーシ

ョンになり、空間のアップデートが可能。 

 

【アートコーディネート】 

・アートの所有を前提に、企業やオフィスのイメージに合わせてコンサルタントが無料でコ

ーディネート。設置場所や導入イメージなど丁寧にヒアリング。もちろんすべてお任せ

も可能。 

・アートの価格は 5,000 円程度のお手頃価格から数十万円の高価格帯まで幅広く選べるた

め、ニーズや予算に合わせてアートを取り入れられる。 

・アートを購入することで、鑑賞可能な資産として所有することができる。 

 

※いずれのサービスにも配送中（アートレンタルはレンタル中も）の補償と設置に必要な備品が

付帯しています。設置に際して、ご準備が必要なものはありません。 

 

■導入事例・イメージ 

法人向けサービスの開始に向けて、阪急阪神ホールディングスグループ内の各社にアートを導

入しています。 

 

【会社名：場所】 

 

阪急電鉄：本社ビル 1階共用スペース 
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阪神電気鉄道：本社ビル役員応接スペース 

 
 

阪急阪神不動産：リノベーション住宅「堂島川アーバンライフ」 

 
 

阪急阪神不動産：阪急西宮ガーデンズ「阪急阪神すまいのギャラリー」 

 
 
 

■ARTELIER(アートリエ)について 

『アートを身近に。暮らしを豊かに。』をコンセプトに、アーティストが作品を生み出す『ア

トリエ(工房)』を、お客様とアーティストを繋ぐ場へと進化させる、という想いから命名された本

サービスは、アートを特別なものではなく、もっと気軽に多くの人々が楽しめるよう今後も歩み

を進めます。 

 

＜ミッション＞ 

・誰もが安心して、気軽にアートと出合える仕組みを作る。 

・アーティストが、もっと活躍できる環境を提供する。 

・アートが人から人へと受け継がれる好循環を実現する。 

 

■アートリエ法人サービス概要 

名 称：ＡＲＴＥＬＩＥＲ（アートリエ） 

サービスサイト：https://biz.artelier.co.jp/ 

法人サービス開始日：２０２３年１２月１日（金） 

運営会社：株式会社ライフデザイン阪急阪神 

 
 

以 上 


